
- 1 - 

福島県公立学校退職校長会会則 
 

（名称・事務所） 

第 1 条 この会は，福島県公立学校退職校長会と称

し，事務所を会長が指定する所に置く。 

（目的） 

第２条 この会は，会員相互の旧交をあたため，生

活の向上を図るとともに，本県ならびにわが国教

育の向上につとめることをもって目的とする。 

（事業） 

第３条 この会は，前条の目的を達成するため，次

の事業を行う。 

  会員の親睦会，機関紙の発行，会員の互助慶 

弔，会員の経済的社会的地位の向上，教育振興 

のための社会活動，その他本会の目的達成のた 

め必要な事項。 

（組織） 

第４条 この会の会員は、福島県の公立学校長職に

あった退職者、および役職(校長)定年者をもって

組織する。 

  さらに、現職にある公立学校長を賛助会員とす

ることができる。 

（役員） 

第５条 この会に次の役員をおく。 

  会長１名，副会長５名，監事３名，評議員若干

名，理事若干名 

（役員の選出及び任期） 

第６条 会長・副会長・監事は評議員会で，会員の

中から選出する。 

  評議員は，各支部から２名を選出する。うち 

１名は支部長をこれに充てる。 

  理事は，会長が委嘱する。 

  役員の任期は２年とし再任を妨げない。補欠 

役員の任期は，前任者の残任期間とする。 

  役員の任期が終了しても，後任役員が定まら 

ないうちは，なおその職務を行うものとする。 

（役員の任務） 

第７条 会長は会務を総理し本会を代表する。 

 副会長は会長を補佐し，会長事故有るときは，あ

らかじめ会長の定める順序でその職務を代理す

る。監事は会計を監査する。評議員は会員を代表

して会務を審議し，これを議決する。理事は会務

を処理する。 

（顧問） 

第８条 この会に顧問をおくことができる。顧問 

 は評議員会で推薦し，会長の諮問にこたえる。 

（事務局） 

第９条 この会に事務局をおく。事務局の組織は別

にこれを定める。 

 

（会議） 

第 10 条 この会の会議は，評議員会・大会・理事

会・支部長会とする。  

  評議員会は本会の決議機関であって，会則・役

員選出・予算その他重要事項の審議にあたる。 

  大会は毎年１回以上開き，必要な事業を行う。 

  理事会は会務の執行について協議し，これを 

処理する。 

  支部長会は，会務の円滑な執行を図るため，必

要に応じて開催することができる。 

（会計） 

第 11 条 この会の経費は，会費・寄付金等をもっ

てこれに充てる。ただし，満９０歳以上の会員か

らの会費はこれを徴収しない。 

  会費の額は評議員会で決める。 

  この会の会計年度は，毎年４月１日に始まり， 

 翌年３月３１日に終わる。 

（支部） 

第 12 条 この会に次の支部をおく。 

  （福島・伊達・安達・郡山・岩瀬・石川・田村・

西白河・東白川・北会津・耶麻・両沼・南会津・

相馬・双葉・いわき） 

    支部に関することは別にこれを定める。 

（会則改正） 

第 13 条 この会の会則は評議員会の決議によら 

なければ変更することができない。 

（細則） 

第 14 条 この会に必要な細則は理事会でこれを 

定めることができる。 

（施行） 

第 15 条 この会則は昭和４０年４月９日から施 

行する。 

昭和４４年５月２８日改正施行 

昭和４８年６月２５日改正施行 

昭和４９年５月２７日改正施行 

昭和５０年５月３１日改正施行 

昭和５２年５月２８日改正施行 

昭和５４年６月 ２日改正施行 

昭和５７年４月２２日改正施行 

昭和５９年４月２２日改正施行 

昭和６０年４月２６日改正施行 

平成１０年４月２２日改正施行 

平成１２年４月１９日改正施行 

平成１９年４月１９日改正施行 

  令和 ５年 12 月 8 日改正施行（第 4 条役職定年）

ただし，改正後の会則 11 条の施行以前の免除 

 会員については，なお従前の例による。 
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【福島県公立学校退職校長会申し合わせ事項】 

１．会則第６条（役員の選出及び任期）に関すること          〔平成１５年４月１７日評議員会決議〕 

任期中に副会長（ブロック選出）・監事に欠員が生じた場合には，当該ブロックで選出した者をそれぞれ，その任に充て

るものとする。 

２．会則第１１条（会計）に関すること                 〔平成１６年４月２２日評議員会決議〕 

会員の会費の徴収について，次の２点を１６年度より実施する。 

（１）毎年度，４月１日から５月３１日までに亡くなられた会員の会費は徴収しない。 

（２）心身の障害等で支部会費を免除されている会員については，本会の会費を免除することができる。 

３．会則第４条（組織）に関すること                                  〔平成１９年４月１９日評議員会決議〕 

県外の公立学校長職にあった退職者で，県内に在住し，当該支部が認めた場合は会員となることができる。 

４．会則第３条（事業）に関すること                                  〔平成２０年４月１７日評議員会決議〕 

年度途中緊急の依頼によって，会の事業として引き受けなければならない事態が生じた場合，会長の判断により引き受 

けることができる。ただし，その結果を次年度の評議員会に報告するものとする。 

５．慶弔規定３（弔意）に関すること                                  〔平成３０年４月１７日評議員会決議〕 

会員やその家族等と「やむを得ない事情」で連絡が取れずに，死亡が判明した時には，会費未納期間が２年以内の場合，

会員死亡として弔意を表す。ただし，遺族等からの辞退申し入れがあった場合は，この限りではない。なお，この申し合

わせ事項は，既に心身の障害等で支部会費が免除されている会員及び９０歳以上で会費を免除されている会員には該当し

ない。 

（１）会員継続の意思判断が得られない場合 

（２）本人の所在が不明である場合 

※  会則１０条（会議）に関すること                                  〔平成３１年４月２３日評議員会決議〕 

「支部長会は，会務の円滑な執行を図るため，必要に応じて開催することができる。」とあるが，「当分の間，毎年１回

開催する。」〔平成１６年４月２２日評議員会決議〕を削除する。 

福島県公立学校退職校長会慶弔規程 
 

１．この規程は会則第１４条に基づき慶弔に関する規

程を定める。 

２．会員が９５歳及び１００歳を迎えたときは，記念

品を添えて「賀寿」を贈呈する。その他の慶事に関

しては，特別な場合を除き支部に委ねる。 

３．弔意は次の通りとする。会員死亡の場合，弔辞及

び香典３，０００円を贈る。ただし，元現の会長・

副会長・監事・顧問・支部長・理事に弔辞及び香典

５，０００円を贈る。 

４．必要生じたる場合，会長において裁量し，理事会

に報告する。 

５．この規程は昭和５６年１１月２５日から施行する。 

・昭和５６年４月１４日改正施行 

・平成 ３年１月３０日改正施行 

・平成２２年４月２０日改正施行 

・平成２４年４月２７日改正施行 

 

 

 

 

 

福島県公立学校退職校長会事務局規程 
 

１．この規程は，会則第９条，第１４条に基づき，事

務局の組織及び運営に関することを定める。 

２．事務局員は，会長の指名する理事（常任理事とい

う）をもって組織する。 

３．事務局に次の部を置く。 

 （１）事務局長 

 （２）総務部 若干名 

 （３）会計部 若干名 

 （４）調査部 若干名 

 （５）広報部 若干名 

４．事務局の任務は，おおむね次のとおりとする。 

  事務局長は，会長の命を受けて事務局を総括する。 

  総務部は，総務関係事務を処理する。 

  会計部は，会計関係事務を処理する。 

  調査部は，調査関係事務を処理する。 

  広報部は，会報等広報関係事務を処理する。 

５．必要に応じ本会の運営及び事務処理について協議

するため，事務局会を開く。 

６．この規程は昭和５６年１１月２５日から施行する。 

・平成 ９年４月改正施行 

・平成２５年３月改正施行 
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福島県公立学校退職校長会旅費に関す

る規程 
第１ この規程は会則第１４条に基づき，旅費に関する

必要な事項を定め，会務の円滑な運営に資するとと

もに，会費の適正な支出を図ることを目的とする。 

第２ 本会の役員が会務を遂行するために自宅を離れ用

務地に移動したときは，当該役員に旅費を支給する。 

２ 旅費の種類は鉄道賃･車賃，日当，宿泊料，その他

用務に必要な費用とする。 

第３ 支給する鉄道賃・車賃の基準は次のとおりとする。 

（１） JR等の電車（新幹線含む）・バス等の交通機関

を利用する場合は，その鉄道賃・車賃の実費を支

給する。 

（２）私有自動車を使用した場合，車賃は次のとおり

とする。 

① 単独で使用する場合は，１km当り２５円で計算

する。 

② 同乗者と共に使用する場合は，１km当り４０円

で計算する。ただし，同乗者には車賃を支給しな

い。 

③ 高速道を使用した場合は，その料金を別途支給

する。ただし，片道の走行距離が３０km以上の場

合とする。 

第４ 日当は，用務の日数に応じ１日当りの定額により

支給する。 

２ 次の各号に該当する用務の日当は，１日当り 

 １，０００円とする。 

（１）会則第１０条に定める会議（評議員会・県大会・

理事会（事務局会を含む）・支部長会） 

（２）監査会 

（３）全連退理事会及び総会，副会長会，事務局長会 

（４）東北地区退職校長会協議会 

（５）その他会長が必要と認める用務 

第５  宿泊を伴う用務については，宿泊に要した費用の

実費を支給する。その際，宿泊費の上限は，一泊に

ついて１０，０００円とする。 

第６  その他用務に必要な費用は，全連退総会，東北地

区退職校長会協議会の参加費を含み，当該用務の参

加費の実費を支給する。 

第７  この規程は，平成２１年４月２１日から施行する。 

 

 

附 則  

平成２７年４月２７日改正施行 

平成２９年３月１０日一部改訂４月１日施行 

 

 

 

 

福島県公立学校退職校長会「ぬくもり

基金」規程 

１．名称 

福島県公立学校退職校長会（以下「本会」という）

に基金を置き，「ぬくもり基金」（以下「基金」という）

と称する。 

２．目的 

基金は，東日本大震災及び東京電力福島第一原子力

発電所事故の被災により，本会運営の困難な情況に対

応するために助成することを目的とする。 

３．原資 

基金の原資として，秋田県退職校長会から寄せられ

た支援金及び同様な目的のために寄せられた支援金・

義援金や寄付金をもって充てる。 

４．委員会 

本会事務局に若干名からなる「ぬくもり基金運用委

員会」を設置する。委員は会長が任命し，委員長は互

選とする。委員長は，運用全体を統括する。 

５．運用 

基金の運用は，別に定める「ぬくもり基金運用要綱」

に従って「ぬくもり基金運用委員会」が行う。 

６．報告 

「ぬくもり基金運用委員会」は，基金運用事業につ

いて毎年評議委員会に報告する。 

附 則  この規程は平成２７年４月２７日より施行す

る。 

福島県公立学校退職校長会「ぬくもり

基金」運用要綱 
１．助成対象 

助成対象は以下のいずれかに当てはまる事業とする。 

（１）県大会の運営に関すること 

（２）東北地区協議会に関すること 

（３）緊縮予算の補填に関すること 

（４）その他「ぬくもり基金運用委員会」が必要と認

めた事業 

２．助成金額 

１件に関する助成金額を，原則として６万円以内と

する。 

３．助成件数 

助成件数は原則として年間３件以内とする。 

４．助成選定 

助成対象の選定は，「ぬくもり基金運用委員会」が

行う。選定結果を事務局会に報告し，会長の承認をも

って最終決定とする。 

５．成果報告 

助成を受けた事業については，終了後に事業報告書

（別紙）を提出する。 

附 則 

この要綱は，平成２７年４月２７日より施行する。

 


